
   令和２年度 たつの市立新宮中学校 学校経営方針 

教師も生徒も輝く、活力ある新宮中 

志高く、夢に向かって挑戦を続ける生徒 

  一人一人を大切にする学校 

 

１ 教育目標 

・人権尊重の教育     ・主体性確立の教育     ・個性伸長の教育 

・創造進展の教育     ・敬愛信同行の教育 

２ 校 訓 ・・・・・めざす生徒像 

  自主（知）    自らすすんで学び続け、言動に責任を持つ生徒 

  友愛（徳）    自分を大切にし、友達を思いやり、助け合い、協力し合う生徒 

  錬磨（体）    心身を鍛え、豊かでたくましい心を養い、切磋琢磨する生徒 

 

３ 経営の方針 

 ・教師が輝く、潤いある職場を実現し、余裕ある対応のため働き方改革を推進する。 

 ・生徒のために学校があり、生徒のために教師があり、生徒のために教育がある。 

 ・時を守り、場を清め、礼を正し、笑顔・感動・夢のある明るく元気な学校づくり。 

 ・全職員が積極的に研修に参加し、新学習指導要領への十分な対応を図る。 

 ※兵庫県教育委員会の「指導の重点」、たつの市教育委員会の教育方針に沿って学校経営

を進める。 

 

４ めざす学校像 「生徒も教師も生き生きした、魅力ある、信頼される学校」 

魅力のある学校に―夢が持て、わかる、できる、すべての生徒が自己実現を果たすこと 

ができる。 

秩序のある学校 ―報告・連絡・相談・確認が徹底している、自己に厳しく、規範意識 

が高く規律が守られている。 

潤いのある学校 ―精神的ゆとりが持て、接遇がよく、気配り、目配りがよく行き届い 

ている。 

 

５ めざす教師像 「希望を語り、情熱を持ち、生徒と共に活動する教師」 

 教育愛 ― 人権尊重の精神に徹し、生徒愛と地域愛に富み、生徒の目線で計画的に

よく練られた授業を実践する心豊かな教師 

 理 性 ― 人間性豊かで、信頼される人格の高い教師 

 洞察力 ― 視野が広く、物事の本質を見極め、生徒が見える教師 

 知 性 ― 機知に富み、感性豊かに課題に挑戦し、協力し合う教師 

 指導力 ― 研修に努め、授業改善に努める教師 

 

６ 教科指導及び生徒指導の重点 

（１） 学習指導の充実 

  ア 各教科で新学習指導要領への対応を図る。 

  イ 授業時間を大切にするとともに、分かる授業の創造に向け指導方法の工夫に努め、自

ら学ぶ学習習慣や主体的な学習の仕方（生涯学習の基礎）を身につけさせる。  



ウ 全職員が積極的に研修に参加するとともに、相互授業参観を行い、指導と評価の一体

化に努める。特に若手教員には能動的な研修参加を勧める。 

  エ 生徒支援教員と連携し、個々の生徒の学力・特性を的確に把握し、生徒のつまずき解

消を図り、複数指導の充実に努める。 

  オ 新学習システム（数学科・英語科において少人数授業）を活用し、興味・関心・意欲

を喚起する学習を進め、基礎・基本の確実な定着を図る。  

  カ 小中連携を図り、共通課題への取組や合同研修等により連携の充実に努める。 

 

（２） 生徒指導の充実 

  ア 生徒の実態を的確に把握して、心の内面にまで踏み込んだ生徒理解に努め、人間的な 

    ふれあいに基づく粘り強い指導の充実を図り、基本的生活習慣の形成を培うとともに 

社会に通用する資質と能力を育成する。 

  イ 通信を通して、保護者の理解と協力を得るとともに、職員の共通理解の下、効果的な

組織的対応を図る。 

  ウ 全職員協働のもと「いじめゼロ」「非行ゼロ」を達成するため、毎月一回生活アンケー

トを実施し、結果を活用するとともに通信で周知する。 

  エ 不登校生徒については、家庭訪問を行い、状況を定期的に会議で報告し、共通理解を

図るとともに、スクールカウンセラー、適応教室指導委員と連携を取りながらきめ細

やかな教育相談の指導を進める。 

  オ 担当者からの情報や研修を通して知識を高め、情報モラル、ＳＮＳの問題への取組が

より実効的なものとなるよう家庭と連携を図る。 

 

（３）進路指導の充実 

  ア 生徒一人一人の個性の伸長に努め、自己実現を達成するために必要な人間観、勤労観

や職業観の調和の取れた生徒の育成を図る。   

イ 進路指導体制を確立し、情報収集と資料の整理に努め、組織的・継続的に的確な指導

を行い、自分の意志と責任において主体的に進路を選択する能力を育てる。 

  ウ 生徒の将来設計を具現化させるための適切な進路選択ができるよう、オープンハイス

クールや職場訪問などを活用する。また、キャリアプランニング能力を育てる。 

 

（４）道徳教育（心の教育）の充実 

  ア 全体計画と各学年の年間指導計画を作成し、人権教育の精神を共通の基盤として人権、 

福祉、国際理解、環境、防災教育などとの関連を図りながら、生徒の内面に根ざした 

道徳性の涵養に努める。 

  イ 道徳の時間に「生命尊重」「自立心」「思いやり」「公徳心」「辛抱」「ねばり強さ」等を 

    生徒の発達段階に応じて指導し、道徳的実践意欲と態度を育てる。 

  ウ 「トライやる・ウィーク」やボランティア活動などの体験的な活動を通して、道徳的 

価値の自覚を促し、自立性を育むとともに強く豊かな心を持った生徒を育成する。 

  エ 研修を通して自らの指導力を高めるとともに、多様な考えに触れ、自己の考えを深め

る『特別の教科道徳』の授業の推進に努める。 

 

（５）人権教育の充実 

  ア 「人権教育基本方針」に基づき、全体計画と年間指導計画を生かし、組織的に生徒の 

発達段階に応じて各領域で計画的、系統的な指導をすすめる。 

  イ 一人一人が大切にされ、自他の人権が尊重される環境作づくりや、さまざまな課題の



解決に向けて、主体的に取り組む意欲と態度を育成する。 

 ウ 一人一人の生徒の生活実態や自尊感情の形成にかかわる課題を把握し、生徒の自己実

現を支援する。 

 エ 人権教育の手引き書等の活用を図るとともに同和教育の充実を図り、今日的な人権課

題に取り組むため、道徳・人権教育係を中心に組織的、計画的に職員研修をすすめる。 

 オ 『いじめ・インターネットによる人権侵害』などを意識し、今日的な人権課題に対す

る理解の促進を図るとともに、人権教育の指導者としてふさわしい言動を心がける。 

 

（６）特別活動の充実 

 ア 秩序があり、支え合い、質の高い学級づくりをすすめるとともに自己理解を深め、自 

己教育力を高め、自己を生かす能力を育成する。 

 イ 「夢」「共生」「交流」をキーワードとし、「トライやる・ウィーク」を通じて豊かな感 

性を培い、地域への感謝の気持ち、思いやりの心、創造性、チャレンジ精神を育てる 

とともに「生きる力」を育む機会を多く持つ。 

 ウ 学校行事を目標に照らして絶えず見直し、改善に努める。 

 

（７）特別支援教育の充実 

 ア 一人一人の教育的ニーズを把握し、合理的配慮に基づいた適切な特別支援を行い、 

   社会の一員として可能な限り主体的に生活を営むことのできる能力を育成する。 

  イ 生徒の特性を踏まえた教育内容の充実に努め、将来を見通した進路指導を行う。 

  ウ 特別支援教育への理解・啓発を図るとともに交流や共同学習を積極的に推進する。 

  エ 生徒の希望や特性に応じた進路選択を支援するため、校内の進路指導体制を整備する。 

 

（８）今日的課題に対応した教育の推進 

  ア 災害に対する知識や対応能力の育成、学校や登下校での安全対策をはじめとする防災 

・防犯・安全教育を推進する。 

  イ 英語の授業を通してＡＬＴの協力を得ながら異文化理解と相互尊重の態度を育む国際 

理解教育を充実させる。 

  ウ 自然に対する感性や命を尊ぶ心を育む環境教育を推進する。 

  エ 地域の人々とふれあうおせち配膳活動やボランティア活動に積極的に参加させるなど 

福祉教育を充実させる。 

   

７.健康管理等に関する指導の重点 

（１）「学校保健委員会」を定期的に開催し、生命尊重と健康教育の一層の充実を図るととも 

に、健康や衛生に気を配ることができるよう組織的、継続的な指導に努める。 

（２）「保健だより」を定期的に発行し、家庭との連携を密にした生徒の健康管理に努める。 

（３）毎月、「安全の日」と定めて施設や設備を安全点検し、顕在・潜在の危険を排除して安 

心して生活できる、心の和む環境づくりに努める。 

 

８．その他 

（１）すべての教育活動で原点に返り真摯な取り組みを行い、生徒と接する機会を増やし、

生徒理解と現状把握に努め、一人一人の能力と個性の伸長を図るべく、最後まで 

あきらめない教育を行う。 

（２）研修を通して授業力のアップ、実践力・実行力のアップ、教師感覚のアップに努め、

基礎・基本の徹底に取り組み生徒の潜在能力の伸長を図る。 


